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(57)【要約】
　本発明の方法は、コンピュータシステム及びコンピュ
ータ実施分析方法を使用して、経皮的腎結石摘出術又は
経皮的腎結石砕石術等の医療処置のプランを作成し、か
かるプランの実行を支援する。本発明の方法は、患者の
解剖学的構造のＸ線画像を受信することと、Ｘ線画像の
表示を生成することと、解剖学的構造の特徴を特定する
ユーザ入力要求を生成することと、解剖学的構造の特徴
を特定するユーザ入力を受信することと、受信したユー
ザ入力に基づいて少なくとも１つのアクセスプランを特
定することと、特定した（単複の）アクセスプランの表
示を、Ｘ線画像と関連させるように生成することを含む
。本発明の方法は、更に、特定したアクセスプランに従
う挿入部位を示す患者テンプレートを生成することを含
む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのコンピュータシステムを使用して、医療処置のための患者固有の外科
的アクセスプランを決定する方法であって、
　少なくとも１つのコンピュータシステムにおいて、患者の解剖学的構造の１又は２以上
のＸ線画像を、電子ネットワークを介して受信することと、
　前記１又は２以上のＸ線画像の表示を生成することと、
　前記１又は２以上のＸ線画像における前記解剖学的構造の特徴を特定する少なくとも１
つのユーザ入力要求を生成することと、
　前記解剖学的構造の特徴を特定する第１のユーザ入力を受信することと、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムによって、受信したユーザ入力に基づいて
、医療処置を実行するための少なくとも１つのアクセスプランを特定することと、
　前記特定した少なくとも１つのアクセスプランの表示を、前記１又は２以上のＸ線画像
と関連させるように生成することと、を含む方法。
【請求項２】
　前記医療処置は、経皮的腎結石摘出術、又は、経皮的腎結石砕石術であり、前記解剖学
的構造は、腎臓である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１又は２以上のＸ線画像は、コンピュータ断層撮影法によって取得した画像を含み
、前記表示は、前記解剖学的構造の３次元表現を含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　更に、前記少なくとも１つのユーザ入力要求を生成する前に、前記１又は２以上のＸ線
画像における前記解剖学的構造の１又は２以上の特徴を自動的に特定することを含む、請
求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのユーザ入力要求を生成することは、前記１又は２以上のＸ線画像
における腎臓結石の位置を特定し又は確認することをユーザに求めることを含む、請求項
１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　更に、前記少なくとも１つのコンピュータシステムによって、腎臓結石の少なくとも１
つの特徴を、前記１又は２以上のＸ線画像に基づいて計算することを含む、請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの特徴は、結石の寸法、結石の密度、皮膚から腎臓被膜までの距離
、皮膚から腎臓結石までの距離、又はこれらの組合せから選択される、請求項６に記載の
方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのアクセスプランを特定することは、針の軌道を、腎臓結石の前記
計算した少なくとも１つの特徴に基づいて計算することを含む、請求項６又は７に記載の
方法。
【請求項９】
　更に、前記１又は２以上のＸ線画像を、前記第１のユーザ入力に基づいて修正すること
を含む、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記１又は２以上のＸ線画像を修正することは、前記１又は２以上のＸ線画像を、前記
医療処置のための基準患者データと比較することを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　更に、前記特定した少なくとも１つのアクセスプランに従う挿入部位を指示する患者テ
ンプレートを生成することを含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
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　患者テンプレートを生成することは、前記挿入部位を特定する１又は２以上のマークを
、患者に転写するためのシートに印刷することを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　患者テンプレートを生成することは、前記アクセスプランに従う前記挿入部位を特定す
る少なくとも第１のマークと、患者の解剖学的特徴に対する基準を提供する第２のマーク
を印刷することを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのアクセスプランは、前記挿入部位における針の挿入の位置及び深
さを含む、請求項１１～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのアクセスプランは、前記針の挿入の軌道の情報を含む、請求項１
４に記載の方法。
【請求項１６】
　少なくとも１つのコンピュータシステムを使用して、医療処置のための患者固有の外科
的アクセスプランを決定する方法であって、
　少なくとも１つのコンピュータシステムにおいて、患者の解剖学的構造の１又は２以上
のＸ線画像を、電子ネットワークを介して受信することと、
　前記１又は２以上のＸ線画像の表示を生成することと、
　前記１又は２以上のＸ線画像における前記解剖学的構造の特徴を特定する少なくとも１
つのユーザ入力要求を生成することと、
　前記解剖学的構造の特徴を特定する第１のユーザ入力を受信することと、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムによって、受信したユーザ入力に基づいて
、医療処置を実行するための少なくとも１つのアクセスプランを特定することと、
　前記特定した少なくとも１つのアクセスプランの表示を、前記１又は２以上のＸ線画像
と関連させるように生成することと、を含む方法。
【請求項１７】
　前記医療処置は、経皮的腎結石摘出術、又は、経皮的腎結石砕石術であり、前記解剖学
的構造は、腎臓である、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記１又は２以上のＸ線画像は、コンピュータ断層撮影法によって取得した画像を含み
、前記表示は、前記解剖学的構造の３次元表現を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　更に、前記少なくとも１つのユーザ入力要求を生成する前に、前記１又は２以上のＸ線
画像における前記解剖学的構造の１又は２以上の特徴を自動的に特定することを含む、請
求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのユーザ入力要求を生成することは、前記１又は２以上のＸ線画像
における腎臓結石の位置を特定し又は確認することをユーザに求めることを含む、請求項
１６に記載の方法。
【請求項２１】
　更に、前記１又は２以上のＸ線画像を、前記第１のユーザ入力に基づいて修正すること
を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　前記１又は２以上のＸ線画像を修正することは、前記１又は２以上のＸ線画像を、前記
医療処置のための基準患者データと比較することを含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　更に、前記特定した少なくとも１つのアクセスプランに従う挿入部位を指示する患者テ
ンプレートを生成することを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２４】
　患者テンプレートを生成することは、前記挿入部位を特定する１又は２以上のマークを
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、患者に転写するためのシートに印刷することを含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　少なくとも１つのコンピュータシステムを使用して、医療処置のための患者固有の外科
的アクセスプランを決定する方法であって、
　少なくとも１つのコンピュータシステムにおいて、患者の解剖学的構造の１又は２以上
のＸ線画像を、電子ネットワークを介して受信することと、
　前記１又は２以上のＸ線画像の表示を生成することと、
　前記１又は２以上のＸ線画像における前記解剖学的構造の特徴を特定する少なくとも１
つのユーザ入力要求を生成することと、
　前記解剖学的構造の特徴を特定する第１のユーザ入力を受信することと、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムによって、受信したユーザ入力に基づいて
、医療処置を実行するための少なくとも１つのアクセスプランを特定することと、
　前記特定した少なくとも１つのアクセスプランの表示を、前記１又は２以上のＸ線画像
の上に生成することと、
　前記医療処置は、経皮的腎結石摘出術、又は、経皮的腎結石砕石術であり、前記解剖学
的構造は、腎臓である、方法。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのユーザ入力要求を生成することは、前記１又は２以上のＸ線画像
における腎臓結石の位置を特定し又は確認することをユーザに求めることを含む、請求項
２５に記載の方法。
【請求項２７】
　更に、前記少なくとも１つのコンピュータシステムによって、腎臓結石の少なくとも１
つの特徴を、前記１又は２以上のＸ線画像に基づいて計算することを含み、
　前記少なくとも１つの特徴は、結石の寸法、結石の密度、皮膚から腎臓被膜までの距離
、皮膚から腎臓結石までの距離、又はこれらの組合せから選択される、請求項２６に記載
の方法。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つのアクセスプランを特定することは、針の軌道を、腎臓結石の前記
計算した少なくとも１つの特徴に基づいて計算することを含む、請求項２７に記載の方法
。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つのアクセスプランは、前記挿入部位における針の挿入の位置及び深
さを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つのアクセスプランは、前記針の挿入の軌道の情報を含む、請求項２
９に記載の方法。
【請求項３１】
　更に、前記少なくとも１つのアクセスプランに従う挿入部位において患者に針を挿入す
ることによって前記医療処置を実行することを含み、前記挿入部位は、前記電子ネットワ
ークと通信する光源によって特定される、請求項２５に記載の方法。
【請求項３２】
　少なくとも１つのコンピュータシステムを使用して、医療処置のための患者固有の外科
的アクセスプランを決定する方法であって、
　少なくとも１つのコンピュータシステムにおいて、患者の解剖学的構造の１又は２以上
のＸ線画像を、電子ネットワークを介して受信することと、
　前記１又は２以上のＸ線画像の表示を生成することと、
　前記解剖学的構造の特徴を特定する少なくとも１つの第１のユーザ入力を受信すること
と、
　前記解剖学的構造の特徴を特定する第１のユーザ入力を受信することと、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムによって、受信したユーザ入力に基づいて
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、医療処置を実行するための少なくとも１つのアクセスプランを特定することと、
　前記特定した少なくとも１つのアクセスプランの表示を、前記１又は２以上のＸ線画像
と一緒に生成することと、
前記特定した少なくとも１つのアクセスプランに従う前記医療処置のための挿入部位を指
示する患者テンプレートを生成することと、を含み、
　前記医療処置は、経皮的腎結石摘出術、又は、経皮的腎結石砕石術であり、前記解剖学
的構造は、腎臓である、方法。
【請求項３３】
　前記少なくとも１つのユーザ入力要求を生成することは、前記１又は２以上のＸ線画像
における腎臓結石の位置を特定し又は確認することをユーザに求めることを含む、請求項
３２に記載の方法。
【請求項３４】
　更に、前記少なくとも１つのコンピュータシステムによって、腎臓結石の少なくとも１
つの特徴を計算することを含み、前記少なくとも１つの特徴は、結石の寸法、結石の密度
、皮膚から腎臓被膜までの距離、皮膚から腎臓結石までの距離、又はこれらの組合せから
選択される、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　患者テンプレートを生成することは、少なくとも第１のマーク及び第２のマークを、患
者に転写するためのシートに印刷することを含み、前記第１のマークは、前記アクセスプ
ランに従う前記挿入部位を特定し、前記第２のマークは、患者の解剖学的特徴に対する基
準を提供する、請求項３２に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明による開示の様々な側面は、概略的には、医療処置のプランを作成し及び／又は
医療処置を実施する際に有用なシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者への外傷及びリスクを軽減しながら医療的治療の有効性を増大させる実質的な進歩
がなされてきた。かつては開腹手術を必要としていた多くの処置は、今や、切開寸法を制
限する低侵襲性技術を使用して行われ、従って、患者の回復時間を減少させ、感染リスク
を低下させる。生検、電気刺激、組織切除、又は自然物又は異物の除去を必要とするいく
つかの処置は、低侵襲性手術によって行われる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　泌尿器科の分野では、例えば、腎石又は腎臓結石が尿路に堆積して、腎臓を詰まらせる
ことがある。腎臓結石は、尿からの物質、典型的には、ミネラル及び酸性塩の堆積物であ
る。比較的小さい結石は身体から自然に出ることがあるけれども、比較的大きい結石は、
その除去のための外科的介入を必要とすることがある。かつては、切開手術が、結石除去
のための標準的な治療であったが、それ以外の低侵襲性技術が、より安全で効果的な代替
技術として出現してきており、かかる低侵襲性技術は、例えば、尿管鏡検査及び経皮的腎
結石摘出術／腎結石砕石術（ＰＣＮＬ）である。しかしながら、経皮的腎結石摘出術／腎
結石砕石術（ＰＣＮＬ）等の処置は、依然としてリスクを伴う。
【０００４】
　経皮的腎結石摘出術／腎結石砕石術（ＰＣＮＬ）等の低侵襲性処置は、患者の回復の利
点をもたらすが、医師に治療部位の限定された視野しか与えない。その結果、標的部位へ
の十分なアクセスを、患者に副次的な損傷を生じさせることなしに得ることが困難である
ことがある。患者の生体構造の十分な知識が無ければ、医師は、結石を除去する器具を適
正に位置決めして差し向けるいくつかの試みを必要とすることがある。結石が、第１のア
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クセスルートのために予想されたものよりも大きく、又は、把持するのに困難であれば、
二次アクセスルートが必要になることがある。アクセス時に繰り返される試みは、血管、
周辺組織及び近傍の臓器に対する副次的な心象のリスクを増大させ、出血、感染及び体液
漏出／敗血症のおそれを増大させることがある。
【０００５】
　経皮的腎結石摘出術／腎結石砕石術（ＰＣＮＬ）の処置を定期的に行わない医療関係者
は、結石に対する不適切な三角測量に起因する損傷の可能性を特に心配することがある。
コンピュータ断層撮影（ＣＴ）スキャン等の患者画像は、事前に参考のために利用可能で
あるが、しばしば、経皮的腎結石摘出術／腎結石砕石術（ＰＣＮＬ）の処置の数週間又は
数ヶ月前に取得される。この間に、結石の寸法が成長し、及び／又は、結石の位置が変化
したりすることがあり、かくして、さらなる不確実さを、患者への害を最小にしながら結
石の除去を成功させることに追加する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による開示は、少なくとも１つのコンピュータシステムを使用して、医療処置の
ための患者固有の外科的アクセスプランを決定する方法であって、少なくとも１つのコン
ピュータシステムにおいて、患者の解剖学的構造の１又は２以上のＸ線画像を、電子ネッ
トワークを介して受信することと、１又は２以上のＸ線画像の表示を生成することと、１
又は２以上のＸ線画像における解剖学的構造の特徴を特定する少なくとも１つのユーザ入
力要求を生成することと、解剖学的構造の特徴を特定する第１のユーザ入力を受信するこ
とと、少なくとも１つのコンピュータシステムによって、受信したユーザ入力に基づいて
、医療処置を実行するための少なくとも１つのアクセスプランを特定することと、特定し
た少なくとも１つのアクセスプランの表示を、１又は２以上のＸ線画像と関連させるよう
に生成することを含む方法を含む。いくつかの例では、医療処置は、経皮的腎結石摘出術
、又は、経皮的腎結石砕石術であるのがよく、解剖学的構造は、腎臓であるのがよい。
【０００７】
　いくつかの側面によれば、１又は２以上のＸ線画像は、コンピュータ断層撮影法によっ
て取得した画像を含むのがよい。表示は、解剖学的構造の３次元表現を含むのがよく、か
かる３次元表現は、例えば、コンピュータ断層撮影法及び／又は他の撮像法から再現され
る。１又は２以上のＸ線画像は、コンピュータ断層撮影法によって取得されたものでなく
てもよいし、コンピュータ断層撮影法以外の撮像技術によって取得されたさらなる画像を
含んでいてもよい。
【０００８】
　この方法は、１又は２以上のことをさらに含んでいてもよい。例えば、本発明の方法は
、更に、１又は２以上のＸ線画像を、第１のユーザ入力に基づいて修正することを含んで
もよい。１又は２以上のＸ線画像を修正することは、１又は２以上のＸ線画像を、例えば
医療処置のための基準患者データと比較することを含むのがよい。これに加えて又は変形
例として、方法は、少なくとも１つのユーザ入力要求を生成する前に、１又は２以上のＸ
線画像における解剖学的構造の１又は２以上の特徴を手で及び／又は自動的に特定するこ
とを含むのがよい。
【０００９】
　いくつかの例では、少なくとも１つのユーザ入力要求を生成することは、１又は２以上
のＸ線画像における腎臓結石の位置を特定し又は確認することをユーザに求めることを含
む。さらに、例えば、この方法は、少なくとも１つのコンピュータシステムによって、腎
臓結石の少なくとも１つの特徴を、１又は２以上のＸ線画像に基づいて計算することを含
むのがよい。いくつかの側面によれば、少なくとも１つの特徴は、結石の寸法、結石の密
度、皮膚から腎臓被膜までの距離、皮膚から腎臓結石までの距離、又はこれらの組合せか
ら選択されるのがよい。腎臓結石の他の特徴を計算し、特定し、又はその他の仕方で特定
してもよい。少なくとも１つのアクセスプランを特定することは、針の軌道を、腎臓結石
の計算した少なくとも１つの特徴に基づいて計算することを含むのがよい。
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【００１０】
　いくつかの側面によれば、方法は、特定した少なくとも１つのアクセスプランに従う１
又は２以上の部位（例えば、針を挿入するための挿入部位）を指示する患者テンプレート
を生成することを含むのがよい。アクセスプランは、例えば医療処置を行うために患者の
生体構造に針がアクセスするのに適した位置をアクセスプランが特定するように、挿入部
位における針の挿入位置及び挿入深さを含むのがよい。患者テンプレートを生成すること
は、例えば医療処置の前に、患者に転写するのに適したシート材料又はその他の材料に、
挿入部位を特定する１又は２以上のマークを印刷することを含む。例えば、患者テンプレ
ートを生成することは、アクセスプランに従う挿入部位を特定する少なくとも第１のマー
クと、患者の１又は２以上の解剖学的特徴に対する基準を提供する第２のマークとを印刷
することを含む。これに加えて又は変形例として、少なくとも１つのアクセスプランは、
挿入部位において挿入する針の軌道に関する情報を含んでいてもよい。
【００１１】
　本発明による開示のいくつかの側面によれば、方法が、少なくとも１つのアクセスプラ
ンに従う挿入部位において針を挿入することによって医療処置を実行することを含む。こ
の挿入部位は、例えば患者の皮膚に差し向けることができる撮像装置のレーザ光源又はそ
の他の光源などの光源によって特定される。光源は、電子ネットワークと通信することが
できる。
【００１２】
　本明細書に組み込まれて本明細書の一部を成す添付図面は、様々な例示の実施形態を示
すとともに、開示する実施形態の原理を明細書と共に説明する役割を果たす。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】腎臓の解剖学的特徴を示す図である。
【図２】本発明による開示の側面による、患者データを処理して表示するためのシステム
及び環境の概略図である。
【図３】本発明による開示の側面による例示の撮像装置を示す図である。
【図４】本発明による開示の側面による、患者データを処理して表示する例示の方法を示
すフローチャートである。
【図５】本発明による開示の側面によるグラフィカルユーザインターフェイスの例示のス
クリーンショットである。
【図６】本発明による開示の側面によるグラフィカルユーザインターフェイスの例示のス
クリーンショットである。
【図７Ａ】本発明による開示の側面による例示の患者テンプレートを示す図である。
【図７Ｂ】本発明による開示の側面による例示の患者テンプレートを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明による開示の実施形態は、低侵襲手術の有効性及び安全性を促して改善するシス
テム及び方法を含む。例えば、本発明による開示の側面は、患者固有のデータを操作して
医療処置の様々な側面を分析する及び／又はシミュレーションする能力をユーザ（例えば
、医師、医療技術者又は他の医療サービス提供者）に提供することができる。いくつかの
実施形態では、例えば、本発明による開示は、経皮的腎結石摘出術／腎結石砕石術（ＰＣ
ＮＬ）処置のプランを作成し及び／又はかかる処置を実行するのに使用される。
【００１５】
　経皮的腎結石摘出術／腎結石砕石術（ＰＣＮＬ）は、腎臓から結石を除去するための低
侵襲処置であり、一般的には、尿管鏡手術又は対外衝撃波砕石術などの他の技術が適当で
いときに使用される。例えば、経皮的腎結石摘出術／腎結石砕石術（ＰＣＮＬ）は、比較
的大きい結石（例えば、直径が約２ｃｍよりも大きい結石）又は骨盤近くに存在する結石
に適当であろう。図１は、腎臓１００の位置及び構造を示す。左右の腎臓（左腎及び右腎
）１００、１０１は、腹腔の後部あたりに位置し、腹部大動脈１３０及び下大静脈１３２
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を介して循環系に接続されている。腎被膜１０２は、腎臓１００の内側組織である腎実質
１０４を収容する丈夫な線維組織である。一連の小腎杯１０６は、尿を大腎杯１０８内に
導き、大腎杯１０８は、腎盂１１０に通じ、腎盂１１０には、尿管１１２になる。腎動脈
１２０及び腎静脈１２２は、腎実質１０４全体に配置された血管に血液を供給する。
【００１６】
　典型的な経皮的腎結石摘出術／腎結石砕石術（ＰＣＮＬ）の処置では、小さい切開部（
直径：～０．５～１．５ｃｍ）を、患者の背中に且つ問題のある腎臓をの上に位置する皮
膚を貫通するように形成する。次いで、小さい針を、腎臓の中に挿入して、腎臓の結石の
近位側に前進させ、ガイドワイヤを針の中を通過させる。次いで、ガイドワイヤを適所に
残したまま、針を取出し、腎臓鏡をガイドワイヤの上に挿入し、ガイドワイヤ引きながら
結石の近位側に位置決めする。典型的には、腎臓鏡は、光源と、撮像装置と、作業チャネ
ルを含み、作動チャネルは、吸引／潅注のためのものであり、又は、結石を捕捉して除去
するための補助器具を使用する。結石を直接除去すること（腎結石摘出術）ができなけれ
ば、例えば、超音波、レーザ又は電気油圧技術により、結石を小片又は断片に破壊して（
腎結石砕石術）、除去を容易にする。
【００１７】
　経皮的腎結石摘出術／腎結石砕石術（ＰＣＮＬ）の高難度な側面の１つは、針の挿入と
適切な配置である。不適切な位置決めは、血管を穿刺して出血を生じさせるおそれがあり
、それにより、隣接した臓器又は組織に損傷を与え、又は、腎臓鏡を、結石にアクセスす
るのに不正確な位置に最終的に配置することがある。患者の生体構造及び潜在的アクセス
ルートを詳しく理解することにより、医師が、処置を十分に準備することを可能にする。
【００１８】
　本明細書に開示するシステム及び方法は、患者画像及びその他のデータを収集し、検索
し、分析し、及び／又は操作することを容易にし、それにより、経皮的腎結石摘出術／腎
結石砕石術（ＰＣＮＬ）の処置を容易にする。いくつかの実施形態では、本明細書に開示
するシステム及び方法は、医師が、結石にたどり着くための様々な外科的アクセスプラン
を特定し、評価し、及び／又はシミュレートすることを可能にし、かかる外科的アクセス
プランは、例えば、患者の生体構造の中を通る経路又はアクセスルートである。例えば、
医師は、結石の存在を特定し且つ結石の寸法、密度、組成、場所、向き、及び／又は腎臓
及び周辺生体構造に対する位置を特定するために、電子装置によって、コンピュータアプ
リケーションを実行し、画像を処理し、及び／又は、処理画像を検索するのがよい。さら
に、いくつかの実施形態では、アプリケーションは、患者画像に関連した１又は２以上の
アクセスプランを特定し、及び／又は、シミュレーションするのがよい。例えば、アプリ
ケーションは、１又は２以上のアクセスプランを生成し、アクセスプランを患者画像と関
連付け、かかる関連付けは、例えば、アクセスルートを患者画像上に表示することによっ
て行われる。これに加えて又は変形例として、アプリケーションは、医師が、１又は２以
上のアクセスプランを患者画像上で特定し、及び／又は、描画することを可能にする。ア
プリケーションは、医師に、処置の前（例えば、結石の場所／特徴に基づいてアクセスル
ートのプランを作成するために）に利用され、処置の間（例えば、リアルタイム撮像と比
較して、所定のアクセスルート及び結石の場所／特徴を確認するために）利用され、及び
／又は、処置の後（例えば、処置中に採用したアクセスルートのさらなる術後分析のため
に）に利用される。
【００１９】
　図２は、本発明による開示の例示の実施形態による、患者固有のデータを収集し、処理
して表示するための例示のコンピュータシステム及び環境の概略図である。コンピュータ
システム２００は、データへのアクセス及び／又はデータの操作を行う１又は２以上のユ
ーザ装置２０２と、１又は２以上のサーバを含み、１又は２以上のサーバは、例えば、電
子通信ネットワーク２０５と通信するサーバ２０６Ａ、２０６Ｂ、２０６Ｃ、２０６Ｄ（
これらの各々は、対応するデータベース２０７Ａ、２０７Ｂ、２０７Ｃ、２０７Ｄを有す
るのがよい）である。ネットワーク２０５は、インターネット、仮想プライベートネット
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ワーク、或いは他のいずれかの有線及び／又は無線電子通信ネットワークの組合せを含む
のがよい。システム２００は、患者の医療画像の取得及び医療画像へのアクセスを行う１
又は２以上の撮像装置２０４を含むのがよい。
【００２０】
　各ユーザ装置２０２は、固定式電子装置であってもよいし、移動式電子装置であっても
よく、電子コンピュータ装置を含む。このような電子装置の非制限的な例は、ラップトッ
プコンピュータ、デスクトップコンピュータ、（例えば、Ａｐｐｌｅ（登録商標）社のｉ
Ｐａｄ（登録商標）装置、Ｓａｍｓｕｎｇ（登録商標）社のＧａｌａｘｙ（登録商標）装
置、Ａｍａｚｏｎ（登録商標）社のＫｉｎｄｌｅ（登録商標）装置、及びＭｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ（登録商標）社のＳｕｒｆａｃｅ（登録商標）装置を含む）タブレットコンピュータ
、スマートフォン、デジタルカメラを含む。撮像装置２０４の非制限的な例は、ＣＴスキ
ャナ、固定蛍光透視装置、可動Ｃアーム装置、及びその他の血管造影／Ｘ線撮影装置、並
びにカメラ、超音波（トランスデューサ）装置及び磁気共鳴撮像（ＭＲＩ）装置を含む。
【００２１】
　各ユーザ装置２０２は、プロセッサと、メモリと、ディスプレイと、１又は２以上のユ
ーザ入力装置と、ネットワーク通信インターフェイスを含むのがよい。ユーザ入力装置は
、他のタイプの装置及びユーザ入力／出力能力を提供する装置の特徴の中でも特に、例え
ば、ディスプレイ、モニタ、タッチパッド、タッチスクリーン、キーボード又はマウスと
することができる。ユーザ装置２０２は、ユーザ入力を受信してアプリケーションプログ
ラム（「アプリ」）を介してデータを表示するためのディスプレイ又はグラフィカルユー
ザインターフェイスを含む。図５及び図６に、タブレットコンピュータ５００の形態のユ
ーザ装置の例示のスクリーンショットを示しており、これについては後述する。ユーザ装
置２０２は、患者データへのアクセスを制限するとともに、医療保険の携行性と責任に関
する法律（ＨＩＰＡＡ）などの適用可能な医療規則に従うように、ユーザがログオン認証
情報を入力することを求めるような適切なセキュリティプロトコルを実装するのがよい。
【００２２】
　各ユーザ装置２０２及び撮像装置２０４は、ネットワーク２０５を介して患者データを
含むデータの送信及び／又は受信を行うように構成することができる。ネットワーク２０
５を介して取得及び／又はアクセスされる患者データは、以下に限定するわけではないが
、例えば様々な泌尿器系、筋骨格系、消化器系、皮膚系、呼吸器系又は血管系の特徴のデ
ータを含む任意の撮像、検出、測定、処理及び／又は計算した生理学的データを含むこと
ができる。例えば、患者データは、左腎及び／又は右腎、並びに左尿管及び／又は右尿管
、腎動脈、腎静脈、骨盤、脊椎、副腎、膀胱及び／又は尿道などの周辺生体構造の１又は
２以上の画像を含むことができる。各画像には、画像の撮影時間、撮影日、撮影場所及び
／又は撮影器具を関連付けることができる。いくつかの実施形態では、患者データが、略
歴（例えば、患者名、年齢、性別など）及び／又はその他の生理学的健康パラメータ（例
えば、平均心拍、体温など）を含むことができる。
【００２３】
　様々な医療撮像技術が、患者データを収集するのに使用される。例えば、画像は、ＣＴ
スキャナ及び／又は回転血管造影によって生成される。一般に、ＣＴスキャンは、患者を
固定している間に異なる角度で撮影した一連の断面画像又は「スライス」を提供すること
ができ、これらのスライスは、３次元画像に組合せられるのがよい。回転血管造影が、手
術中又は患者を固定している間、例えば可動Ｃアームによって行われてもよいが、一般に
ＣＴスキャンよりも低品質である。幾つかの撮像手順については、画像内の解剖学的特徴
の特定を支援する造影剤が使用されてもよい。例えば、撮像前、造影剤を患者に導入して
（例えば、患者の尿管、尿路を通して）、腎臓及び泌尿器系の視覚化を支援する。
【００２４】
　図３は、経皮的腎結石摘出術／腎結石砕石術（ＰＣＮＬ）の処置の準備に及び／又はそ
の間、患者３５０のＸ線画像を収集するのに有用な、本発明による開示のいくつかの側面
による例示の可動Ｃアーム装置３００を示す。図示のように、撮像装置３００の「Ｃアー
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ム」３０５は、Ｘ線管３０８を含み、Ｘ線管３０８は、患者３５０の反対側に位置決めさ
れた検出器３１０と整列している。Ｃアーム３０５は、（例えば、患者３５０に対して平
行な軸及び／又は垂直な軸を中心に）１又は２以上の平面内で患者に対して回転可能であ
り、患者３５０を移動させることなしに、様々な向きの画像の収集を可能にする。画像は
、撮像装置３００のモニタ又はディスプレイ３１６上でリアルタイムに表示され且つ分析
され、及び／又は、後での観察及び分析のために局所で又は遠隔で記憶されるのがよい。
例えば、Ｃアーム装置３００は、経皮的腎結石摘出術／腎結石砕石術（ＰＣＮＬ）の処置
中、患者画像を収集するのに使用され、例えば、医師は、処置中の挿入針、腎臓鏡及びそ
の他の器具の適正な位置決めの誘導のために、画像を参考にしてもよい。
【００２５】
　可動Ｃアーム装置３００は、患者の特定の標的又は領域、例えば、予定された切開部位
又は挿入部位を特定する光源を含むのがよい。例えば、Ｃアーム３０５は、Ｘ線管３０８
に結合され又は組込まれた光源を含み、光源は、光を経皮的腎結石摘出術／腎結石砕石術
（ＰＣＮＬ）の処置のための所定の挿入部位に差し向けるのに使用される。図３は、予定
された挿入部位を指示するために、「Ｘ」字形又は照準の形態で患者３５０の背中に焦点
合せされた光３１１を示す。後述するように、光源によって生成される光の方向、向き、
強度、及び／又は形状は、ディスプレイ３１６におけるユーザ入力を介して及び／又はネ
ットワーク２０５を介して受信した命令によって制御されるのがよい。
【００２６】
　再び図２を参照すると、サーバ２０６Ａ～２０６Ｄは、ネットワーク２０５を介して、
例えば、ユーザ装置２０２、撮像装置２０４、他のサーバ及び／又は共有クラウドネット
ワークから、患者データを受信するように構成されるのがよい。各サーバ２０６Ａ～２０
６Ｄは、異なる機能を実行してもよいし、いくつかの機能が、２又は３以上のサーバ２０
６Ａ～２０６Ｄによって共有されてもよい。各サーバ２０６Ａ～２０６Ｄは、プロセッサ
可読命令を実行し且つ記憶するプロセッサ及びメモリを含む。サーバ２０６Ａ～２０６Ｄ
のうちの１つ又は２つ以上は、それに対応するデータベース２０７Ａ～２０７Ｄに通信可
能に結合され、データベース２０７Ａ～２０７Ｄは、サーバ２０６Ａ～２０６Ｄがアクセ
ス可能なデータ（例えば、患者データ）を記憶するように構成される。少なくとも１つの
サーバ２０６Ａ～２０６Ｄは、受信したデータの分析を実行するように構成されたデータ
アナライザ―、及び／又は、医師が分析パラメータ、例えば、分析を実行する際にデータ
アナライザ―によって使用される閾値、を制御することを可能にするアプリケーションプ
ログラムを含むのがよい。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、システム２００は、撮像サーバ２０６Ａと、患者記録サーバ
２０６Ｂと、基準データサーバ２０６Ｃと、アプリケーションサーバ２０６Ｄを含むのが
よい。上述したように、さらに多くのサーバを使用してもよいし、さらに少ないサーバを
使用してもよい。例えば、いくつかの実施形態では、撮像サーバ２０６Ａ、患者記録サー
バ２０６Ｂ、基準データサーバ２０６Ｃ、及びアプリケーションサーバ２０６Ｄ（又はこ
れらの任意の組合せ）によって実行される機能は、単一のサーバによって実行される。
【００２８】
　撮像サーバ２０６Ａは、本明細書の方法に従う観察及び分析のために、患者画像を受信
し、処理し、及び／又は送信するのがよい。例えば、撮像サーバ２０６Ａは、撮像装置２
０４によって生成された画像を受信し、１又は２以上の処理ステップを実行し、ユーザ装
置２０２における観察のために、処理した画像を送信する。これに加えて又は変形例とし
て、撮像サーバ２０６Ａは、データベース２０７Ａに保存され且つ患者のために取得した
以前の画像に一致する画像を検索するのがよい。画像処理ステップは、限定するわけでは
ないが、多数の画像を３Ｄ表現又は３Ｄモデルに組合せること、画像を患者情報に関連さ
せること、同様の種類及び／又は日付の画像をグループ化すること、ノイズを低減させる
こと、及び／又は、特定の解剖学的特徴を認識し／それにラベル付けすることを含むのが
よい。画像処理は、当該技術で一般的に知られている適切なアルゴリズムによって実行さ



(11) JP 2019-502477 A 2019.1.31

10

20

30

40

50

れるのがよい。いくつかの実施形態では、同じ又は異なる装置によって生成された複数の
画像を積層させ（例えば、１つの画像を別の画像の上に配置し）、及び／又は、単一の２
次元又は３次元画像に組合せる。
【００２９】
　患者記録サーバ２０６Ｂは、患者固有の情報を画像に関連付けるために及び／又はユー
ザ装置２０２上で閲覧するために、患者固有の情報を検索するのに使用されるのがよい。
例えば、患者記録サーバ２０６Ｂは、患者が医療的治療を以前に受けた又は定期的に受け
ている病院又は診療所のサーバに一致する。患者記録サーバ２０６Ｂによって受信された
及び／又は送信された情報は、限定するわけではないが、患者の名前、生年月日、年齢、
連絡情報、一般的な病状、以前の手術及びその他の医療事象（以前の腎臓結石発症を含む
）、生理学的情報（例えば、平均血圧、平均心拍）、及び、その他の患者固有の情報を含
み、かかる情報は、経皮的腎結石摘出術／腎結石砕石術（ＰＣＮＬ）の処置又はその他の
医療処置のプランを作成する際に医師の助けになる。いくつかの実施形態では、患者記録
サーバ２０６Ｂは、データベース２０７Ｂに記憶されている記録から患者情報を検索する
。
【００３０】
　基準データサーバ２０６Ｃは、患者データへの参照及び／又は患者データとの比較のた
めに、医療事例研究から得られた関連データにアクセスするのに使用されるのがよい。例
えば、医療事例研究から得られた集合データが、患者画像における様々な特徴（例えば、
腎被膜、大腎杯／小腎杯、腎盂、及び／又は腎臓結石の可能性のある位置）を自動的に特
定するのに使用される。いくつかの実施形態では、基準データサーバ２０６Ｃは、患者デ
ータを様々な事例研究データ（例えば、データベース２０７Ｃにオプションとして保存さ
れている事例研究記録）と比較して、１又は２以上の基準患者プロファイルを探すことを
試みる。例えば、基準患者プロファイルは、患者の腎臓結石と同様の寸法及び／又は位置
の腎臓結石の除去の情報を含む。
【００３１】
　アプリケーションサーバ２０６Ｄは、ユーザ装置２０２と通信して、ユーザの好み及び
要望に合わせた患者データを生成して表示するための命令を送信及び／又は受信するのが
よい。アプリケーションサーバ２０６Ｄは、患者データ（例えば他のサーバ２０６Ａ～２
０６Ｃ、撮像装置２０４からの患者データ）を組合せ、及び／又は、分析、計算を実行し
、及び／又は、必要な時にシミュレーションを発生させるのがよい。例えば、アプリケー
ションサーバ２０６Ｄは、ユーザに入力を促す命令をユーザ装置２０２に送信してもよい
し、ユーザ入力に基づいて、１又は２以上の他のサーバ２０６Ａ～２０６Ｃから受信した
データ（又はデータベース２０６Ｄに保存されている情報）を処理し、それに従ってユー
ザ装置２０２に表示される情報を修正してもよい。
【００３２】
　図４は、図２のシステムを使用して患者データを収集し、処理し且つ表示する例示の方
法４００のフローチャートである。方法４００は、上述した撮像装置２０４及び／又は撮
像サーバ２０６Ａ等から患者画像を受信すること（ステップ４０１）を含む。次いで、受
信した患者画像を、例えば撮像サーバ２０６Ａ及び／又はアプリケーションサーバ２０６
Ｄを介して、処理する（ステップ４０３）。ステップ４０３は、上述した任意の処理／修
正技術を含む。例えば、いくつかの実施形態では、ステップ４０３は、受信したＣＴスキ
ャンから腎臓及びその周辺の生体構造の３次元表現を生成すること、及び／又は、腎臓及
び／又はその周辺の組織の様々な特徴を自動的に特定すること、及び／又は、腎臓結石を
除去するための１又は２以上のアクセスプランを自動的に特定することを含むのがよい。
【００３３】
　次いで、処理／修正した画像を、１又は２以上のユーザ装置２０２、例えば、タブレッ
トコンピュータに表示するのがよい（ステップ４０５）。次いで、ユーザ入力要求を、例
えばタブレットコンピュータのスクリーン上にプロンプトとして生成するのがよい（ステ
ップ４０７）。例えば、スクリーンをタッチすることによって、スクリーンは、腎臓の特
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定の構造及び任意の腎臓結石の位置を特定し及び／又は確認することをユーザに求めるテ
キストボックスを示す。いくつかの実施形態では、ユーザは、例えば指（人指し指又は親
指）又はスタイラスをスクリーンを横切るようにドラッグすることによって、アクセスプ
ランを描くこと及び／又はアクセスプランの１又は２以上の部分を強調することを促され
る。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、ユーザ入力は、患者画像をさらに処理／修正する要求を含む
のがよい（ステップ４０９）。例えば、ユーザ装置２０２は、ユーザ要求を受信して、ユ
ーザがマークを付した結石の寸法及び／又は密度を計算してもよいし、画像、様々なアル
ゴリズム又はその他のパラメータの様々な選択に基づいて、腎臓の新しい３次元モデルを
生成してもよい。かくして、この方法は、ステップ４０３を１回又は２回以上繰返すこと
を含んでもよい。いくつかの実施形態では、患者画像を処理／修正することは、患者記録
にアクセスすること（ステップ４１１）、及び／又は、上述したような事例研究情報等の
基準データにアクセスすること（ステップ４１３）を含む。処理した画像を再び、ユーザ
装置２０２に表示するのがよい（ステップ４０５）。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、ユーザ入力は、画像のさらなる処理を要求しなくてもよい。
例えば、ユーザは、既に処理されてユーザ装置２０２に表示された画像を操作すること、
例えば、画像又は画像の一部を拡大させること、縮小させること、及び／又は、回転させ
ることを望んでもよいし、一連の画像（例えば、ＣＴスキャンから得られた個々のスライ
ス）を閲覧してもよいし、及び／又は、多数の画像をユーザ装置２０２に表示するときの
多数の画像のレイアウトを変更することを望んでもよい。表示を修正するためにユーザ入
力を受信するとき（ステップ４１５）、ユーザ装置２０２は、ユーザ入力に対応する機能
を実行して修正を行うのがよい（ステップ４１７）。
【００３６】
　各ユーザ装置２０２は、患者画像を操作するための様々なオプションをユーザが選択す
ることを可能にする適切なインターフェイス又はコントローラを有するのがよい。例えば
、ユーザは、キーボード、マウス、タッチスクリーンを介して、メニューオプションから
選択する。いくつかのスマートフォン及びタブレットコンピュータ等のタッチスクリーン
付きのユーザ装置２０２のために、ユーザ装置２０２は、ユーザ入力の種類を特定の機能
と関連付けるように構成されるのがよい。例えば、ユーザ装置２０２は、いつユーザの指
がタッチスクリーンの表面をつまみ動作したかどうかを決定するように構成される。ユー
ザの指が互いに近づくように移動すれば、ユーザ装置２０２は、表示されている画像をズ
ームアウト（縮小）させ、ユーザの指が互いに遠ざかるように移動すれば、ユーザ装置２
０２は、表示されている画像にズームイン（寄る）。ズームの量は、タッチスクリーンの
表面に沿ってつまみ動作する際に指が移動する距離に依存するのがよい。
【００３７】
　ユーザ装置２０２は、上述したように、サーバ２０６Ａ～２０６Ｄのうちの１つ又は２
つ以上とネットワーク２０５を介して通信して、ユーザ命令等のデータを送信し、及び／
又は、データを受信し、かかるデータは、例えば、（任意の処理した画像を含む）患者画
像、その他の患者データ、基準データ、又はユーザ入力の迅速な要求を生成する命令であ
る。いくつかの実施形態では、ユーザ装置２０２は、一部の又は全部の画像処理機能又は
その他のデータ処理機能を実行するように構成されるのがよい。
【００３８】
　図５及び図６は、タブレットコンピュータ５００の例示のユーザインターフェイスを、
本発明による開示のいくつかの実施形態による例示のユーザ装置２０２として示す。タブ
レットコンピュータ５００は、タッチスクリーンを有するのがよく、タッチスクリーンは
、ユーザの指（例えば、１本又は２本以上の指又は親指）のうちの少なくとも１本がタッ
チスクリーンの表面上に接触したことに基づいて、ユーザから入力を受信するように構成
される。タッチスクリーンは、ユーザの指、ユーザの親指、スタイラス、別の指示物体又
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は指示器具、或いはこれらの組合せによるタッチスクリーンへの接触又は感知された近接
性に基づいて、ユーザから入力を受信するように構成されることを理解すべきである。さ
らに、本発明による開示によるユーザ装置２０２は、タッチスクリーンを有していなくて
もよく、上述したユーザ入力装置を含む当該技術で既知の他の入力装置を介してユーザ入
力を受信されてもよいことも理解すべきである。
【００３９】
　タブレットコンピュータ５００は、ディスプレイ５０１を含むのがよく、ディスプレイ
５０１は、ユーザによるアプリケーションの終了及び／又はタブレットコンピュータ５０
０の電源オン／オフを可能にするユーザ要素５０３及び情報を表示する。ディスプレイ５
０１は、１つの画像、又は異なるパネルなどに分離された複数の画像を表示するのがよい
。例えば、図５は、４つのパネル５０２Ａ、５０２Ｂ、５０２Ｃ及び５０２Ｄに分割され
たディスプレイ５０１を示し、図６は、３つのパネル５２２Ａ、５２２Ｂ及び５２２Ｃに
分割されたディスプレイ５０１を示す。これらのパネルは、図５に示すように、同じ又は
実質的に同じサイズ及び形状を有していてもよいし、図６に示すように、他のパネルと比
べて異なる形状及び／又は異なる寸法を有していてもよい。様々なパネルに異なるタイプ
の画像を表示して、例えば様々な解剖学的構造及び特徴を強調表示するのがよい。これら
のパネルは、未処理データ（例えば、ＣＴスキャン、Ｘ線、蛍光透視又は回転血管造影を
通じて収集された未処理画像）、操作／処理済みデータ（限定するわけではないが、単純
化した画像又はアクセスプラン／表現、注釈付き画像、階層化した画像データを含む）、
シミュレーションデータ（限定するわけではないが、３次元（３Ｄ）シミュレーション、
アクセスルートをシミュレートしたアクセスプラン／表現、及び特徴をシミュレートした
未処理又は処理済み画像を含む）を表示することができる。これらのパネルは、システム
によって生成された、又はユーザ入力によって提供された、特徴の特定及び／又は参考の
ための情報又は様々な指標の提供を行う注釈を含むのがよい。例えば、パネルは、他の指
標の中でも特に、密度情報、結石の寸法、及び／又は皮膚から結石までの距離を示すのが
よい。
【００４０】
　例えば、これらの異なるパネルは、様々なｘ、ｙ、ｚ座標における平面ビュー（例えば
、冠状ビュー、矢状ビュー及び横断ビュー）を提供する異なる角度で収集できる１又は２
以上のＸ線画像、１又は２以上のＣＴ画像、及び／又は１又は２以上の蛍光透視画像を示
す。これらの異なるビューは、ユーザが腎臓結石の位置及び／又はサイズを判断するのに
役立つ。例えば、ユーザは、複数のＣＴ画像ビューを組合せて腎臓の構造を３次元で視覚
化できるように異なるビューを使用して様々な腎臓の特徴にマークを付けることができる
。図５において、横断ＣＴ画像をパネル５０２Ｂに示し、矢状ＣＴ画像をパネル５０２Ｃ
に示し、冠状ＣＴ画像をパネル５０２Ｄに示し、腎臓－尿管－膀胱Ｘ線写真をパネル５０
２Ａに示す。図６において、横断ＣＴ画像をパネル５２２Ａに示し（図５のパネル５０２
Ｂに示す画像と同じ画像であってもよい）、冠状ＣＴ画像をパネル５２２Ｂに示し（図５
のパネル５０２Ｄに示す画像と同じ画像であってもよい）、ＣＴデータから再現され且つ
腎臓、腎杯及び腎臓結石を示す３Ｄ画像をパネル５２２Ｃに示す。ユーザは、画像の回転
及び／又は特定の関心特徴又は関心領域へのズームイン又はズームアウトを行うことによ
って３Ｄ画像を操作することができる。例えば、ユーザは、画像の回転及び／又は特定の
特徴へのズームイン又はズームアウトを行うことにより、３Ｄ画像を操作して針の異なる
挿入角度を見ることができる。
【００４１】
　ディスプレイ５０１は、画像の表示及び／又は処理のための異なるオプションをユーザ
が選択できるようにする１又は２以上のメニューオプション（図示のようなアイコン５１
０Ａ～５１０Ｆ）を有するメニュー５１０を含む。例えば、第１のメニューオプション５
１０Ａを選択すると、表示された異なる解剖学的構造又は特徴の特定及び／又は特徴付け
を行うことができる。図５には、腎臓被膜、腎杯、腎臓結石の寸法（結石のサイズ）及び
／又はいずれかの基準マーカの位置を含む例示の項目リストが示されている。このリスト
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は、さらなるユーザ入力が望ましいかどうか又は必要であるかどうかを示す各項目の進捗
インジケータを含むこともできる。ユーザは、タッチスクリーンを使用して異なる特徴の
選択及び特定を行うことができ、この場合、ユーザ装置２０２、及び／又はシステム２０
０の他の構成要素は、画像認識アルゴリズムを使用して（例えば、同じコントラストレベ
ルの周辺領域を検出することによって）構造全体の特定／輪郭形成を行うことができる。
【００４２】
　第２のメニューオプション５１０Ｂは、腎臓結石などの特定の特徴に対応するデータを
ユーザが確認できるようにする。図６は、パネル５２２Ｃの画像内に示されている腎臓結
石５７５に対応するデータのリストを示す。これらのデータは、システム２００によって
計算されてもよいし、既に患者画像に関連付けられていたものであってもよい。図示のよ
うに、データは、結石の寸法（例えば、ｍｍ単位での結石の寸法）と、結石の密度（ＣＴ
スキャンによってハウンズフィールド尺度に従って計算した放射線濃度）と、患者の皮膚
表面から腎臓被膜、腎杯及び結石５７５までの距離と、結石に到達するように経皮的腎結
石摘出術／腎結石砕石術（ＰＣＮＬ）の処置中に針を挿入するための予測角度を含むのが
よい。
【００４３】
　第３のメニューオプション５１０Ｃは、感度設定などの様々な設定、使用すべき異なる
アルゴリズム、アプリケーションの開始時に何枚の画像パネルを表示すべきかについての
デフォルトなどをユーザが変更できるようにする。第４のメニューオプション５１０Ｄは
、ネットワーク２０５への接続性に関する情報を示すことができ、第５のメニューオプシ
ョン５１０Ｅは、後述するような外科用テンプレートなどの情報をユーザが印刷できるよ
うにし、第６のメニューオプション５１０Ｆは、ユーザがネットワーク２０５を介して患
者画像又は他の患者データ又は情報をアップロード及び／又はダウンロード可能にする。
メニューオプション５１０Ａ～５１０Ｆは例示のものであり、メニュー５１０は、他のタ
イプのメニューオプションを含んでいてもよいし、図示のものより少ない又は多くのメニ
ューオプションを含んでいてもよい。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイ５０１の一部は、表示された画像に対するテキ
スト及び／又は注釈を示すのがよい。例えば、テキストは、他のタイプの情報の中でも特
に、患者に関する情報、ディスプレイ５０１上に表示された画像に関する情報、或いは医
師又は他の医療専門家からのコメントを含む。さらに、例えば、この注釈は、様々な解剖
学的特徴又は基準マーカを特定してもよいし、アクセスプラン又は予測される針の軌道に
関する情報を反映してもよい。図５及び図６の各々には、患者（患者名）及び表示画像（
画像取得日）に関する情報をディスプレイ５０１の一部にオーバーレイ表示するテキスト
ボックス５０５を示す。図６には、パネル５２２Ａ、５２２Ｂ及び５２２Ｃの各々に表示
された画像に対する、３０度の角度での（皮膚から結石までの）８．０２ｃｍの針挿入深
さを示す注釈をさらに示す。
【００４５】
　上述したように、システム２００は、医師又はその他のユーザが様々なアクセスプラン
の特定し且つ評価することを可能にする。システム２００は、（例えば、画像処理中、方
法４００のステップ４０３）１又は２以上のアクセスプランを自動的に特定してもよいし
、及び／又は、ユーザ入力時に様々なアクセスプランを強調表示してもよい。例えば、ユ
ーザは、結石に到達する異なる経路を評価するために、様々な画像を選択し、及び／又は
、腎臓の３Ｄ表現を回転させてもよいし、指（指又は親指）又はスタイラスをスクリーン
にわたってドラッグすることによって、選択したアクセスプランを描画又は強調表示する
ことができる。ユーザ装置２０２及び／又はシステム２００の他の構成要素は、ドラッグ
動作を検出するとき、画像認識アルゴリズムを使用して、経路全体を特定し／その輪郭を
定め、例えば、各アクセスプランを異なる色で特定するのがよい。ユーザが所望のアクセ
スプランを選択するのがよく、その場合、ユーザ装置２０２及び／又はシステム２００の
他の構成要素は、「最終的な」アクセスプランを生成するのがよく、「最終的な」アクセ
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スプランは、針が患者への最小の害で腎臓及び結石に到達するために針を挿入すべき位置
、深さ、及び皮膚表面に対する軌道角を含む。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、ユーザ装置２０２は、ユーザが、経皮的腎結石摘出術／腎結
石砕石術（ＰＣＮＬ）処置を実行するのを支援する患者テンプレートを生成して印刷する
ことを可能にする。図７Ａ及び図７Ｂは、本発明による開示のいくつかの側面による患者
テンプレート７００を示す。例えば、患者テンプレート７００は、システム２００によっ
て生成されたアクセスプランに従って、針７３０を挿入する位置を指示する１又は２以上
のマーク７０５と、針７３０の軌道を指示する１又は２以上のマーク７０７を含む。例え
ば、第１のマーク７０５（例えば、Ｘ）は、針７３０を挿入する位置を特定し、第１のマ
ーク７０５から遠ざかるように延びる第２のマーク７０７（例えば、線）は、針７３０を
挿入した後の軌道を特定する。例えば、システム２００は、３０度の角度（図５及び図６
を参照）を有するアクセスプランを生成し、この角度は、針が第２のマーク７０７と整列
し且つ第１のマーク７０５のところに挿入されたときに針と患者７５０の間に形成すべき
角度に一致する。いくつかの実施形態では、針７３０の軌道角を患者テンプレート７００
に印刷してもよい。いくつかの実施形態では、針７３０の挿入部位を、経皮的腎結石摘出
術／腎結石砕石術（ＰＣＮＬ）処置中に使用される撮像装置の光源（例えば、図３に示す
ように、可動Ｃアーム装置３００のＸ線管３０８に結合され又は組込まれた光源）によっ
て指示してもよい。
【００４７】
　患者テンプレート７００は、患者テンプレート７００を患者７５０の上の正しい位置に
配置するための基準を提供する１又は２以上のさらなるマークを含むのがよい。図７Ａは
、患者の肋骨又は脊椎等の解剖学的特徴に対する患者テンプレート７００の配置を支援す
る２つの基準マーク７１５を示し、基準マーク７１５は、この例では曲線として表され、
解剖学的特徴の位置は、ＣＴデータから導出され、且つ、術前に触診される。患者テンプ
レート７００は、患者テンプレート７００の正しい向きのための目標物として役立つ複数
の基準マーク７１５がそれぞれの解剖学的特徴に一致するように、患者の上に位置決めさ
れる。
【００４８】
　これに加えて又は変形例として、患者テンプレート７００は、患者の皮膚の外面に配置
された基準マーカ（例えば、Ｘ線不透過性基準）と整列する基準マーク７１３を含んでい
てもよい。例えば、患者の上の別の位置に配置された１又は２以上の基準マーカは、撮像
中に視認可能であり、針７３０の正しい挿入のためのさらなる三角測量情報を提供する。
【００４９】
　患者テンプレート７００の任意の基準マーク７１３、７１５の種類及び位置は、ユーザ
装置２０２及び／又は本発明のシステム２００の他の構成要素によって自動的に生成され
てもよいし、ユーザ入力によってユーザ装置２０２に追加されてもよい。さらに、患者テ
ンプレート７００は、望むような他の情報を含んでいてもよく、かかる他の情報は、例え
ば、患者テンプレート７００が正しい患者７５０と使用されていることを確認する情報で
ある。
【００５０】
　患者テンプレート７００は、患者７５０に転写できるように、例えばガーゼ又は高分子
メッシュ生地などの多孔質材料の上に印刷されるのがよい。印刷される患者テンプレート
７００の材料は、非無菌性であるのがよい。図７Ｂに示すように、様々なマーク７０５、
７０７、７１３、７１５をトレースして、患者７５０に転写することができる。マーク７
０５、７０７、７１３、７１５は、経皮的腎結石摘出術／腎結石砕石術（ＰＣＮＬ）の処
置のための手術環境を無菌状態にするために、患者７５０を無菌洗浄（ｓｃｒｕｂ）した
後でも見えたままであるのがよい。
【００５１】
　当業者には、本明細書の検討及び本明細書に開示した実施形態の実施から、本発明によ
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る開示の他の実施形態が明らかになるであろう。例示のシステム、装置及び方法の文脈で
本発明による開示のいくつかの特徴について説明したが、本発明による開示はそのように
限定されるものではなく、開示した一般原理に従う本明細書の実施例の代替例及び変形例
を含む。明細書及び実施例は、例示として検討するためのものにすぎず、本発明による開
示の真の範囲及び趣旨は以下の特許請求の範囲によって示される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７Ａ】

【図７Ｂ】
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